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ここが変わります。
①声掛けが変わります！
　　保険証をお持ちですか？　⇒　マイナ保険証をお持ちですか？
②令和６年12月２日から、健康保険証が廃止されます！
　　マイナ保険証に統合されます。（問合せ先：福祉課74-2117）

こんなイイことがあります。
薬剤情報等の提供に同意すると、過去の情報をもと
にした適切な診察が受けられます！

健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等のお
支払いが若干安くなります！
※深浦診療所でも、６月から対応します。

「限度額適用認定証」等がなくても、手続きなしで
高額療養費の限度額を超える支払いが免除されま
す！

マイナ保険証はお持ちですか？

※マイナンバーカードの保険証利用の申し込みは、医療機関の受付でもできます。
※本人確認で、暗証番号を連続３回間違うと、使用できなくなります。
　その場合は、役場町民課（74-2115）、岩崎支所、大戸瀬支所の窓口でロック解除できます。

・過去のお薬の
　情報提供に
　同意する、
　　　しない
　を選択します。

③情報の利用 ④受付完了

・マイナ保険証で
　受付します。

①来院受付
・顔認証または、
　４けたの暗証番号
を入力します。

②本人確認

マイナ保険証を使ってみよう
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ポイント３

深浦診療所でも使えます！




